
一

（
政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖
縄
・
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

１

特
別
地
区
・
地
域
制
度
に
お
い
て
、
事
業
者
が
作
成
す
る
観
光
地
形
成
促
進
措
置
実
施
計
画
等
に
つ
い
て
沖
縄
県
知
事

が
認
定
す
る
制
度
を
導
入
し
、
課
税
の
特
例
の
ほ
か
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
等
の
特
例
を
設
け
る
。

２

沖
縄
の
北
部
地
域
及
び
離
島
の
地
域
の
振
興
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
、
多
様
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
、
脱
炭

素
社
会
の
実
現
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
等
に
関
し
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
規
定
を
創
設
す
る
。

３

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
十
年
間
延
長
す
る
。

二
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

１

駐
留
軍
用
地
が
段
階
的
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
返
還
さ
れ
る
場
合
の
拠
点
返
還
地
の
指
定
要
件
を
緩
和
す
る
。

２

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
令
和
十

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
十
年
間
延
長
す
る
。



二

三
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
の
一
部
改
正

駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
の
た
め
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
業
務
の
範
囲
を
拡
大
す
る
。

四
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
へ
の
統
合
時
期
を
十
年
間
延
長
す
る
。

五
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

沖
縄
県
産
酒
類
に
係
る
酒
税
の
軽
減
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
（
単
式
蒸
留
焼
酎
に
あ
っ

て
は
令
和
十
四
年
五
月
十
四
日
ま
で
）
延
長
し
て
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

六
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
改
正
後
の
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。

３

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
を
改
正
し
、
国
が
、
同
学
園
に
対
す
る
財
政
支
援
の
在
り
方
そ
の
他
同
法
の
施
行

の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
時
期
を
お
お
む
ね
五
年
ご
と
と
す
る
。


